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小・中学校における生成 AIの利用について 

 

 盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。また、日

頃より学校の運営にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。 

さて、昨今の話題として、Chat GPTや Bing Chat、Bardなどの生成 AIについては、ご存

じかと思います。社会的に注目されていますが、一方では、生成 AI の出した回答は誤りを

含む可能性が常にあり、時には事実と異なる内容や、文脈と無関係な内容などが出されるこ

とが指摘されています。使いこなすには、このことを十分に理解して、真偽を見極め、最後

は自分で判断する能力が必要です。したがって、児童生徒が使用する際には、教員だけでな

く、保護者など周りの大人が十分に知識や理解を高める必要があります。 

以上の理由から、当面は学校で使用する予定はありませんが、ご家庭で、夏休みの課題な

どに取り組む場合は、保護者の同意のもと、次のことに十分注意してください。 

 

 

記 

 

〇生成 AI によって作成された作品をそのまま応募・提出することは応募規約等記されてい

る場合、不正な行為にあたります。また、活動を通じた学びが得られていないため、児童

生徒の学びにもつながりません。 

 

〇自分が作成したレポート（自由研究等）の素案に足りない観点などを補充するために生成

AI を活用することも考えられます。その場合は、情報が間違っていないかしっかりと確

かめるとともに、AI とのやり取りの過程を参考資料として添付し、引用・参考文献も明

示するなどの指導が必要です。 

 

〇自分で作成した文書等をもとに生成 AI に修正させたものを「たたき台」として、何度も

自分で推敲し、自分らしい文章として作り上げていくことも考えられます。その際も、 AI

とのやり取りの過程を参考資料として添付する必要があります。 

 

＊利用するには、ChatGPT は１３歳以上で１８歳未満は保護者の同意が必要です。同様に

Bing Chat は成年が利用でき、未成年は保護者の同意が必要です。Bard は１８歳以上が

利用可能となっています。 

 


